
第 59回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会 

議事要旨 

 

日時：令和２年３月 25 日（水）15:45～17:25 

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側Ａ－１・Ａ－２会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）令和元年度第３四半期の実績報告について 

（２）令和元年度共同実施事業の確認について 

＜説明・確認＞ 

・資料１から資料 2-4について事務局から説明。 

＜質疑、意見など＞ 

・会場使用料や営業補償は、実際に執行内容の確認ができた時点を履行完

了の確認のタイミングとする。 

・金額が確定して履行確認できるのは、借上げ期間が終了した段階という

ことか。 

⇒その通り。 

 

（３）令和２年度共同実施事業の年度協定書について 

（４）共同実施事業で取得した財産の処分について 

＜説明・確認＞ 

・資料３から資料４について事務局から説明。 

＜質疑、意見など＞ 

・資料４に関連して、取得した財産を適切に処分する必要性は今年開催で

あっても来年開催であっても変わらないので、公益法人として適正に進

めていきたい。 

・50万円未満の財産については、作業部会で確認する必要がないのか。 

⇒「取得価格又は効用の増加価額が単価 50 万円未満の工作物、機械及

び器具」は処分制限の対象外のため事前確認は必要ないが、売却等を

行う場合があることを踏まえ、報告していただくことを考えている。 

 

（５）定額未満案件について 

＜説明・確認＞ 

・資料５について事務局から説明。 

 



＜質疑、意見など＞ 

・特になし 

 

（６）仮設電源サービスの契約変更について 

＜説明・確認＞ 

・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組

織委員会及び東京都からそれぞれ説明。 

・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の４点に対応していること

を確認。 

＜質疑、意見など＞ 

・大会延期に伴うレンタル期間の延長は考慮しているのか。 

⇒本日は延期決定前の内容を付議している。今後、延期に伴うレンタル

期間の考え方を整理した上で改めて確認することになる。 

・１年間延期することによって、関係者からの要求により数量が増えるこ

とはないか。 

⇒延期に伴って簡素化することはあっても、必要以上に増えることはな

い。 

 

（７）青海アーバンスポーツパーククライミングウォール整備工事について 

＜説明・確認＞ 

・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組

織委員会及び東京都からそれぞれ説明。 

・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の４点に対応していること

を確認。 

＜質疑、意見など＞ 

・競技団体との調整や行政協議による変更は、発注時には見通せなかった

のか。 

⇒IF 内でデザイン、難易度などを加味した結果、発注後に条件が変わ

り、構造を変更せざるを得ない部分が生じた。また、行政協議につい

ても、地盤の表面の強度は十分であったが、発注後のボーリング調査

により構造変更が必要となったもの。どちらも、組織委員会として十

分な準備をして発注したものの、結果的に発生した変更である。 

 

（８）2020年度警備 JV体制整備契約について 

＜説明・確認＞ 

・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組

織委員会及び東京都からそれぞれ説明。 

・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の４点に対応していること

を確認。 



＜質疑、意見など＞ 

・大会延期を受け、運営体制や契約の方法等については、改めて見直しを

して事後の契約変更等を適切に行うようお願いする。 

・2020年度はどのような業務を実施していくことになるか。 

⇒延期決定を受け、集めた警備員が 2021 年の大会時にも従事するよう

維持していくことが主な業務になると考えている。また、大会全体の

見直しに応じて、計画変更が必要になる可能性がある。 

 

（９）第 32 回東京オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリンピック競

技大会における大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

について 

＜説明・確認＞ 

・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組

織委員会及び東京都からそれぞれ説明。 

・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の４点に対応していること

を確認。 

＜質疑、意見など＞ 

・今後仕様の見直しが必要であるが、延期前に予定していた内容のうち、

バス車両及び運転手の確保に関する業務は引き続き必要となる。また、

セッションスケジュール等が変更となる場合は、運行計画も大きく変更

する必要がある。 

・これまで調整してきたバスを解放するのか。 

⇒キャンセル料が発生する前に一度契約解除し、来年度のスケジュール

が決定次第、再度お願いすることになる。 

 

３ 意見交換 

・大会延期を受けて、組織委員会内において、契約案件は基本的にいった

ん見直すこととなったところではあるが、本日は進める必要があるもの

に限って確認していただいた。 

・確認していただいた範囲内で、発注内容を更に見直すことがあるかもし

れないが、ご承知いただきたい。 

 

４ 閉会 

 


